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介護老人保健施設リカバリーセンター章仁苑重要事項説明書  

 

＜令和７年４月１日現在＞ 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象と

なります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。       

 

１ 事業者（法人）の概要 

名 称 ・ 法 人 種 別  社会福祉法人  章仁会 

代 表 者 名 理事長  佐  竹  辰  男 

所 在 地 ・ 連 絡 先  

（住所）三次市和知町１１８００番地２１ 

（電話）０８２４－６６－２７５５ 

（FAX）０８２４－６６－１１８４ 

 

２ 事業所（ご利用施設） 

 施 設 の 名 称  介護老人保健施設リカバリーセンター章仁苑 

所在地・連絡先 

（住所）三次市和知町１１８００番地２１ 

（電話）０８２４－６６－２７５５ 

（FAX）０８２４－６６－１１８４ 

事 業 所 番 号    ３４５１９８００２７号 

施設長の氏名         佐 竹 良 子 

 

３ 施設の目的及び運営方針 

 （１）施設の目的 

要介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の

趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが

できるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設

サービスを提供することを目的とする。 

 

（２）運営の方針 

①  当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

う、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護そ

の他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活へ

の復帰を目指す。 

    ②  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを

得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。 

      ③  当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、

その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者

が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。 

      ④  当施設では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊か

に」過ごすことができるようサービス提供に努める。 

      ⑤  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養

上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同

意を得て実施するよう努める。 
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４ 施設の概要（本館） 

（１）構造等 

建 物 

構 造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 3 階建   耐火構造 

延 べ 床 面 積  ２，３５８．５０㎡ 

利 用 定 員          ５０名 

（２）療養室 

療養室の種類 室 数 
面積（一人あたりの面

積） 
備 考 

一 人 部 屋  ４  ４４．８㎡（11.2 ㎡） ナースコールを設置 

  二 人  部 屋 ５ ８５．６㎡（8.56 ㎡） ナースコールを設置 

四 人 部 屋  ９ ３１７．７㎡（8.82 ㎡） ナースコールを設置 

（３）主な設備 

設 備 室 数 
面積（一人あたりの面

積） 
備 考 

食 堂      １ １０３．４㎡(1.47 ㎡)  

機能訓練室      １ ７１．７６㎡(1.02 ㎡)  

浴 室      ２ ４６．５㎡ 特別浴槽１台設置 

診 察 室      １       ２６．４㎡  

談 話 室      ４       ６３．０㎡  

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ﾙｰﾑ      １       ５４．０㎡  

洗 面 所      ２       １９．６㎡  

便 所      ３       ９５．３㎡ ブザー、常夜灯を設置 

 施設の概要（別館） 

（１）構造等 

建 物 

構 造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ２階建   耐火構造 

述 べ 床 面 積 ６５４.１㎡ 

利 用 定 員          １８名 

（２）療養室 

療養室の種類 室 数 
面積（一人あたりの面

積） 
備 考 

一 人 部 屋  ２   ２６．２１㎡( 13.1 ㎡) ナースコールを設置 

四 人 部 屋  ４ １２５．５４㎡(7.85 ㎡) ナースコールを設置 

（３）主な設備 

設 備 室 数 
面積（一人あたりの面

積） 
備 考 

食 堂      １ ９０．０２㎡  ( 5.00㎡）  

機能訓練室      １ ９０．０２㎡  ( 5.00㎡）  

浴 室      ２ ３６．８５㎡ 特別浴槽１台設置 

談 話 室      １   ２２．８８㎡  

洗 面 所      １    ９．９１㎡  

便 所      １   ２２．１３㎡ ブザー、常夜灯を設置 
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５ 施設の職員体制 

従業者の職種 
人数 

 
職 務 の 内 容  

医 師（施設長） 1人 利用者の療養介護 

薬 剤 師 0.3以上 調剤・医薬品の交付等 

看 護 職 員  4人以上 利用者の看護等 

介 護 職 員 20人以上 利用者の介護等 

支援相談員 2.1人以上 利用者及び家族との相談利用者等の生活活動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成 

 

療  法  士 

 

 

2.1人以上 

医師の指示により利用者等の個々のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作成し機能

訓練等を行う 

管理栄養士 1人以上 食事の献立及び栄養指導 

介護支援専門員 1人以上 施設ｻｰﾋﾞｽ計画等作成 

 

６ 職員の勤務体制 

従業者の職種  勤 務 体 制 

看 護 職 員  

早出（  ７：３０～１６：３０） 

日勤（  ９：００～１８：００） 

遅出（１０：００～１９：００） 

夜勤（１６：３０～ ９：３０） 

介 護 職 員  

早出（  ７：３０～１６：３０） 

日勤（  ９：００～１８：００） 

遅出（１０：３０～１９：３０） 

夜勤（１６：３０～ ９：３０） 

その他の職員 日勤（ ８：３０～１７：３０） 
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７ 施設サービスの内容と費用 

（１）介護保険給付対象サービス  

ア サービス内容 

種   類 内     容 

食    事 

（食事時間） 朝食    ７：３０～  ８：３０ 

昼食  １１：３０～１２：３０ 

夕食  １７：３０～１８：３０ 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮し

た食事を提供します 

医療・看護  

医師により定期診察を行います。それ以外でも必要がある場合にはい

つでも診察を受け付けます。 

ただし、当施設では行えない処置（透析等）や手術、その他病状が著し

く変化した場合の医療については他の医療機関での治療となります。 

機 能 訓 練 

理学療法士等により利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能

の低下を防止するよう努めます。 

＜当施設の保有するリハビリ器具＞ 

歩行訓練用階段 1 台 、移動式平行棒 3 台、起立補助台 1 台 

交互牽引滑車運動器 1 台、ﾏｲｸﾛ波治療器 2 台、ホットﾊﾟｯｸ、 

ニューステップ等 

入    浴 
週２回の入浴又は清拭を行います。 

 寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。 

排    泄 
 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立につ

いても適切な援助を行います。 

レクリエーショ

ン等 

当施設では、次のような娯楽設備を整えております。 

カラオケ、図書ｺｰﾅｰ、テレビ、楽器、ゲーム用品等 

離床､着替え､ 

整容等 

 寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。 

 シーツ交換は週１回、寝具の消毒は月１回実施します。 

相 談 及 び 援 助  利用者とその家族からのご相談に応じます。 
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イ 費用 

原則として料金表の利用料金の１割から３割が利用者の負担額となります。 

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場

合があります。その場合、料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き

換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。 

サービス提供証明書及び領収証は、後に利用料の償還払いを受けるときに必要となります。 

【料金表】 【基本報酬】    

〇 基本型 多床室（１日につき）－1 割負担の方－ 

利用料 自己負担額 利用料 自己負担額 

要介護１  ７，９３０円 ７９３円 要介護２   ８，４３０円 ８４３円 

要介護３  ９，０８０円 ９０８円 要介護４   ９，６１０円 ９６１円 

要介護５  １０，１２０円 １，０１２円   

〇 基本型 多床室（１日につき）－2 割負担の方－ 

利用料 自己負担額 利用料 自己負担額 

要介護１  ７，９３０円 １，５８６円 要介護２   ８，４３０円 １，６８６円 

要介護３  ９，０８０円 １，８１６円 要介護４   ９，６１０円 １，９２２円 

要介護５  １０，１２０円 ２，０２４円   

〇 基本型 多床室（１日につき）－3 割負担の方－ 

利用料 自己負担額 利用料 自己負担額 

要介護１  ７，９３０円 ２，３７９円 要介護２   ８，４３０円 ２，５２９円 

要介護３  ９，０８０円 ２，７２４円 要介護４   ９，６１０円 ２，８８３円 

要介護５  １０，１２０円 ３，０３６円   

 

〇 基本型 従来型個室（１日につき）－1 割負担の方－ 

利用料 自己負担額 利用料 自己負担額 

要介護１  ７，１７０円 ７１７円 要介護２    ７，６３０円 ７６３円 

要介護３   ８，２８０円 ８２８円 要介護４    ８，８３０円 ８８３円 

要介護５    ９，３２０円 ９３２円   

〇 基本型 従来型個室（１日につき）－2 割負担の方－ 

利用料 自己負担額 利用料 自己負担額 

要介護１  ７，１７０円 １，４３４円 要介護２    ７，６３０円 １，５２６円 

要介護３   ８，２８０円 １，６５６円 要介護４    ８，８３０円 １，７６６円 

要介護５    ９，３２０円 １，８６４円   

〇 基本型 従来型個室（１日につき）－3 割負担の方－ 

利用料 自己負担額 利用料 自己負担額 

要介護１  ７，１７０円 ２，１５１円 要介護２    ７，６３０円 ２，２８９円 

要介護３   ８，２８０円 ２，４８４円 要介護４    ８，８３０円 ２，６４９円 

要介護５    ９，３２０円 ２，７９６円   
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○加算料金について  

加算（１日につき）１割：１割負担の方 ２割：２割負担の方 ３割：３割負担の方 

項 目 加算額  自己負担額 内  容 

初期加算（Ⅰ） 600円 

１割  60円

２割 120円

３割 180円 

急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後

30日以内に退院し入所した者について加算する。

ただし、初期加算（Ⅱ）を算定している場合は、

算定しない。  

・当該介護老人保健施設の空床情報について、地

域医療情報連携ネットワーク等を通じ地域の医療

機関に定期的に情報を共有していること。  

・当該介護老人保健施設の空床情報について、当

該介護老人保健施設のウェブサイトに定期的に公

表するとともに、急性期医療を担う複数 医療機

関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を

行っている こと。 

 

 

初期加算（Ⅱ） 300円 

１割 30円

２割 60円

３割 90円 

入所した日から起算して30日以内の期間について

は、料金が加算されます。 

初期加算（Ⅰ）を算定している場合は、算定しな

い。 

 

サービス提供 

体制強化加算 

（Ⅱ） 

180円 

１割 18円 

２割 36円 

３割 54円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が100分の60以上である場合に加算されます。 

 

夜勤職員配置加算 240円 

１割 24円 

２割 48円 

３割 72円 

夜間勤務職員の人数を基準数より1人以上多く配置

することで加算されます。 

 

 

短期集中      

リハビリテーション 

実施加算(Ⅰ) 

2,580円 

１割 258円 

２割 516円 

３割 774円 

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療 

法士若しくは言語聴覚士が、その入所の日から起

算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーショ

ンを行った場合であって、かつ、原則として入 所

時及び1月に1回以上ADL 等の評価を行うととも

に、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出

し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直

していること。 

 

短期集中     

リハビリテーション 

実施加算(Ⅱ) 

2,000円 

１割 200円 

２割 400円 

３割 600円 

医師等が、その入所の日から起算して3月以内の期

間に集中的にリハビリテーションを行っているこ

と。 
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項 目 加算額  自己負担額 内  容 

認知症短期集中  

リハビリテーショ

ン 実施加算(Ⅰ) 

2,400円 

１割 240円 

２割 480円 

３割 720円 

（１）リハビリテーションを担当する理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置され

ていること。  

（２）リハビリテーションを行うに当たり、入所者

数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士の数に対して適切なものであること。 

（３）入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施

設等を訪問し、当該訪問により把握した生活

環境を踏まえたリハビリテーション計画を作

成していること。 

認知症短期集中 

リハビリテーショ

ン実施加算（Ⅱ） 

1,200円 

１割 120円 

２割 240円 

３割 360円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

（Ⅰ）の（１）及び（２）に該当するものである

こと。 

若年性認知症    

受入加算 
1,200円 

１割 120円 

２割 240円 

３割 360円 

若年性認知症利用者に対して介護保険施設サービ

スを行った場合に加算されます。認知症行動・心

理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定

しない。 

認知症行動・心理

症状緊急対応加算 
2,000円 

１割 200円 

２割 400円 

３割 600円 

医師が在宅での生活が困難であり、緊急に入所す

る事が適当であると判断した者に対し、施設サー

ビスを提供した場合、入所後7日を限度として加算

されます。 

緊急時治療管理 5,180円 

１割  518円 

２割 1,036円 

３割 1,554円 

利用者の病状が重篤になった際に緊急的な医療管

理（注射、投薬、処置等）を行った場合に１ヶ月

に連続して３日を限度として加算されます。 

所定疾患施設 

療養費（Ⅰ） 
2,390円 

１割 239円 

２割 478円 

３割 717円 

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心

不全の増悪のいずれかを発症した利用者に対し

て、投薬、検査、注射、処置等を行った場合、1ヶ

月に連続して7日を限度として加算されます。 

療養食加算  

〔１食〕 
60円 

１割 6円 

２割 12円 

３割 18円 

利用者の心身の状況に合わせ、糖尿病食・腎臓病

食・肝臓病食等の療養食の提供を行った場合に加

算されます。 

経口移行加算 280円 

１割 28円 

２割 56円 

３割 84円 

経管により食事を摂取している利用者に対し、経

口移行計画を作成し、経口での食事摂取を進める

為の栄養管理を行った場合に加算されます。 

外泊時費用 3,620円 

１割 362円 

２割 724円 

３割 1,086円 

 

一時的に自宅等に外泊された場合は、要介護状態

区分にかかわらず算定されます。ただし、1月につ

き7泊（6日分）を限度とします。2月をまたがる場

合は最大で連続13泊（12日分）を上限とします。 
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項 目 加算額  自己負担額 内  容 

ターミナルケア 

加算 

死亡日以前

３１～４５日

720円 

１割  72円 

２割 144円 

３割 216円 

一般に認められている医学的知見に基づき回復の見

込みがないと診断された入所者について、本人又は

その家族等の同意を得て、入所者のターミナルケア

に係る計画を作成し、医師、看護師、介護職員等が

共同して、随時、本人又はその家族への説明を行

い、同意を得て算定します。 

死亡日以前

４～３０日

1,600円 

１割 160円 

２割 320円 

３割 480円 

死亡日前

日・前々日

9,100円 

１割  910円 

２割 1,820円 

３割 2,730円 

死亡日当日

19,000円 

１割 1,900円 

２割 3,800円 

３割 5,700円  

 

加算（１回につき）１割：１割負担の方 ２割：２割負担の方 ３割：３割負担の方 

項 目 加算額    自己負担額  内  容 

安全対策体制   

強化加算 
200円 

１割 20円 

２割 40円 

３割 60円 

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安

全対策部⾨を設置し、組織的に安全対策を実施する

体制が整備されていること。            

※⼊所時に 1 回を限度として算定。 

 

入所前後訪問 

指導加算（Ⅰ） 
4,500円 

１割 450円 

２割 900円 

３割 1,350円 

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療

方針の決定を行った場合算定されます。 

入所前後訪問 

指導加算（Ⅱ） 
4,800円 

 

１割 480円 

２割 960円 

３割 1,440円 

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療

方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標

を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を

策定した場合算定されます。 

退所時栄養情報   

連携加算 
700円 

１割  70円 

２割 140円 

３割 210円 

○対象者  

・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所

者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者 

○主な算定要件  

・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当

該者の栄養管理に関する情報を提供する。  

・1月につき1回を限度として所定単位数を算定す

る。  

※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事

箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有す

る腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血

食、膵 臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難

者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及

び特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除

く。） 
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項 目 加算額 自己負担額 内  容 

退所時情報    

提供加算（Ⅰ） 
5,000円 

 

１割 500円 

２割 1,000円 

３割 1,500円 

 

【入所者が居宅へ退所した場合】 居宅へ退所する

入所者について、退所後の主治の医師に対して入所

者 を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入

所者の診療情報心身の状況、生活歴等を示す情報を

提供した場合に、入所者 1 人につき 1 回に限り

算定する。 

退所時情報    

提供加算（Ⅱ） 
2,500円 

１割 250円 

２割 500円 

３割 750円 

 

【入所者等が医療機関へ退所した場合】 医療機関

へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に

対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得

て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情

報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限

り算定する。 

再入所時         

栄養連携加算 
2,000円 

１割 200円 

２割 400円 

３割 600円 

 

退所し病院又は診療所に入院した場合であって、当

該者が退院して再入所する際に必要となる栄養管理

が、以前入所時に必要としていた栄養管理とは大き

く異なるため、当該介護老人保健施設の管理栄養士

が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者

に関する栄養ケア計画を策定した場合に、1回を限

度として算定する。 

厚生労働大臣が定める特別食※等を必要とする者。 

※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事

箋に基づき提供さ れた適切な栄養量及び内容を有

する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧

血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下 困

難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食

及び特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を

除く。） 

入退所前 

連携加算（Ⅰ） 
6,000円 

１割 600円 

２割 1,200円 

３割 1,800円 

 

イ入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に利用

者が退所に利用を希望する居宅介護支援事業所と

連携し、利用者の同意を得て、退所後の居宅サー

ビス等の利用方針を定めた場合に加算されます。 

ロ 入所期間が1か月を超えると見込まれる利用者

の退所し、その居宅において居宅サービス又は地

域密着サービスを利用する場合において、当該利

用者の退所に先立って当該利用者が利用を希望す

る指定居宅介護支援事業者に対して、当該利用者

の同意の上診療情報を添え、居宅サービス又は地

域密着サービスに必要な情報を提供し、かつ当該

指定居宅介護支援事業所と連携し、サービス利用

に関する調整を行った場合に加算されます。 

入退所前連携 加算

（Ⅱ） 
4,000円 

１割 400円 

２割 800円 

３割 1,200円 

入退所前連携加算（Ⅰ）のロの要件を満たした場合

に加算されます。 
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項 目 加算額 自己負担額 内  容 

訪問看護指示 

加算 
3,000円 

１割 300円 

２割 600円 

３割 900円 

退所時に介護老人保健施設の医師が、診療に基づき

訪問看護等の利用が必要であると認め、訪問看護指

示書を交付した場合に算定されます。 

かかりつけ医連携薬

剤調整加算（Ⅰ）ロ 
700円 

１割  70円 

２割 140円 

３割 210円 

＜施設において薬剤を評価・調整した場合＞  

・⼊所中に当該⼊所者の処⽅の内容に変更があった

場合は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情

報共有を⾏い、変更後の⼊所者の状態等につい

て、多職種で確認を⾏うこと。  

・⼊所時と退所時の処⽅の内容に変更がある場合は

変更の経緯、変更後の⼊所者の状態等について、

退所時⼜は退所後１⽉以内に当該⼊所者の主治の

医師に情報提供を⾏い、その内容を診療録に記載

していること。 

・⼊所前に６種類以上の内服薬が処⽅されていた⼊

所者について、施設において、⼊所中に服⽤薬剤

の総合的な評価及び調整を⾏い、かつ、療養上必

要な指導を⾏うこと。 

かかりつけ医連携薬

剤調整加算（Ⅱ） 
2,400円 

１割 240円 

２割 480円 

３割 720円 

・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロを算定し

ていること。  

・当該⼊所者の服薬情報等の情報を厚⽣労働省に提

出し、処⽅に当たって、当該情報その他薬物療法

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活⽤

していること。 

かかりつけ医連携薬

剤調整加算（Ⅲ） 
1000円 

１割 100円 

２割 200円 

３割 300円 

・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）を算定して

いること。  

・退所時において処⽅されている内服薬の種類が、

⼊所時に処⽅されていた内服薬の種類に⽐べて１

種類以上減少していること。 
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○ 加算（1 ヶ月につき）１割：１割負担の方 ２割：２割負担の方 ３割：３割負担の方 

種      類 加算額 自己負担額 内  容 

協力医療機関  

連携加算 
500円 

１割  50円 

２割 100円 

３割 150円 

 

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得

て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会

議を定期的に開催していること。 

協力医療機関が下記の①～③の要件を満たす場

合  

（協力医療機関の要件）  

① 入所者等の病状が急変した場合等におい

て、医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を常時確保していること。  

② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場

合において、診療を行う体制を常時確保し

ていること。  

③ 入所者等の病状が急変した場合等におい

て、入院を要すると認められた入所者等の

入院を原則として受け入れる体制を確保し

ていること。 

 

 

高齢者施設等感

染対策向上加算 

（Ⅰ） 

100円 

１割  10円 

２割  20円 

３割  30円 

 

・感染症法第6条第17項に規定する第二種協定

指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応を行う体制を確保していること。  

・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一

般的な感染症の発生 時等の対応を取り決め

るとともに、感染症の発生時等に協力医療機

関 等と連携し適切に対応していること。  

・診療報酬における感染対策向上加算又は外来

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機

関又は地域の医師会が定期的に行う院内感 

染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上

参加していること。 

 

 

高齢者施設等感

染対策向上加算 

（Ⅱ） 

50円 

１割   5円 

２割  10円 

３割  15円 

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出

を行った医療機関から、３年に 1 回以上施設

内で感染者が発生した場合の感染制御等に係 る

実地指導を受けていること。 

 

 

新興感染症等  

施設療養費 
2,400円 

１割  240円 

２割  480円 

３割  720円 

 

別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場

合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機

関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所 

者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該

当する介護サービスを行った場合に、1 月に 1 

回、連続する５日を限度として算定する。 

 

 

リハビリテーション

マネジメント   

計画書情報加算

（Ⅱ） 

330円 

１割 33円 

２割 66円 

３割 99円 

 

入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内

容等の情報を厚生労働省 に提出し、リハビリテ

ーションの提供に当たって、当該情報その他リ

ハビリテーションの適切かつ有効な実施のため

に必要な情報を活用していること。 
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種      類 加算額 自己負担額 内  容 

認知症チームケア 

推進加算（Ⅰ） 
1,500円 

１割  150円 

２割  300円 

３割  450円 

 

(1)事業所又は施設における利用者又は入所者の

総数のうち、周囲の者による日常生活に対す

る注意を必要とする認知症の者の占める割合

が２分の１以上であること。  

(2)認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の

早期対応（以下「予防等」という。）に資する

認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了

している者又は認知症介護に係る専門的な研

修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資

するケアプログラムを含んだ研修を修了した

者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員

から成る認知症の行動・心理症状に対応する

チームを組んでいること。  

(3)対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症

状の評価を計画的に行い、その評価に基づく

値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等

に資するチー ムケアを実施していること。  

(4)認知症の行動・心理症状の予防等に資する認

知症ケアについて、カンファレン スの開催、

計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及

び程度についての定期的な評価、ケアの振り

返り、計画の見直し等を行っていること。 

 

 

認知症チームケア 

推進加算（Ⅱ） 
1,200円 

１割  120円 

２割  240円 

３割  360円 

 

・ (1)の(1)、(3)及び(4)に掲げる基準に適合する

こと。  

・ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認

知症介護に係る専門的な研 修を修了してい

る者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護

職員から成る認知症の行動・心理症状に対応

するチームを組んでいること。 

 

 

自立支援推進加算 3,000円 

１割 300円 

２割 600円 

３割 900円 

 

イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援

に係る医学的評価を行い、その後少なくとも

3月に1回医学的評価の見直しを行うととも

に、その医学的評価の結果等の情報を厚生労

働省に提出し、自立支援の促進に当たって、

当該情報その他自立支援の適切かつ有効な促

進のために必要な情報を活用しているこ と。  

ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必

要であるとされた入所者ごとに、医師、看護

職員、介護職員、介護支援専門員その他の職

種の者が共同して、自立支援に係る支援計画

を策 定し、支援計画に従ったケアを実施して

いること。  

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも3月に 

1回、入所者ごとに支援計画を見直している

こと。  

ニ 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参

加していること。 
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種      類 加算額 自己負担額 内  容 

生産性向上推進 

体制加算（Ⅱ） 
100円 

１割  10円 

２割  20円 

３割  30円 

 

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減 に資する方策を検討す

るための委員会の開催や必要な安全対策を 

講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づ

いた改善活動を継続的 に行っていること。  

・見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入

していること。  

・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効

果を示すデータの提供を行うこと。 

 

 

経口維持加算Ⅰ 4,000円 

１割 400円 

２割 800円 

３割 1,200円 

 

経口により食事を摂取し、著しい摂食機能障害

により誤嚥が認められる利用者に対し、栄養管

理をするための食事の観察及び会議等を行い、

利用者ごとに経口による継続的な食事の摂取を

すすめるための経口維持計画を作成した場合に

加算されます。 

 

経口維持加算Ⅱ 1,000円 

１割 100円 

２割 200円 

３割 300円 

 

協力歯科医療機関を定めていて、経口維持加算

Ⅰを算定している場合で、継続的な食事の観察

及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は

言語聴覚士が加わった場合に加算されます。 

 

 

褥瘡マネジメント 

加算（Ⅰ） 

30円 

 

１割  3円 

２割  6円 

３割  9円 

イ 入所者又は利用者ごとに、施設入所時又は利

用開始時に褥瘡の有 無を確認するととも

に、褥瘡の発生と関連のあるリスクについ

て、施設 入所時又は利用開始時に評価し、

その後少なくとも3月に1回評 価すること。  

ロ イの確認及び評価の結果等の情報を厚生労働

省に提出し、褥瘡管 理の実施に当たって、

当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な 

実施のために必要な情報を活用しているこ

と。  

ハ イの確認の結果、褥瘡が認められ、又はイの

評価の結果、褥瘡が発生するリスクがある

とされた入所者又は利用者ごとに、医師、

看護 師、介護職員、管理栄養士、介護支援

専門員その他の職種の者が 共同して、褥瘡

管理に関する褥瘡ケア計画を作成している

こと。  

ニ 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従 

い褥瘡管理を実施するとともに、その管理 

の内容や入所者又は利用者の状態について

定期的に記録していること。 

ホ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、

入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見

直していること。 
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種      類 加算額 自己負担額 内  容 

褥瘡マネジメント 

加算(Ⅱ) 
130円 

１割   13円 

２割  26円 

３割 180円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満た

している施設等において、施設入所時等の評価

の結果、褥瘡の認められた入所者等について、

当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生する

リスクがあるとされた入所者等について、褥瘡

の発生のないこと。 

科学的介護推進  

体制加算（Ⅱ） 
600円 

１割 60円 

２割 120円 

３割 180円 

定期的に厚生労働省に個人を特定できない決め

られた形式で利用者の情報を3月に1回以上報告

することにより加算されます。 

介護職員等   

処遇改善加算Ⅰ 

所定単位数の

7.5％ 
所定単位数の0.75％ 

介護職員の処遇改善に要する費用として、施設

サービス費と各種加算、減残額を合計した金額

の一定割合に相当する額が加算されます。 

 

○介護保険からの給付額に変更があった場合変更された額に合わせて，ご契約書の負担額を変

更します。 

 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

利用料の全額を負担していただきます。 

○ 食費 

 
1 日当りの 

負担限度額 
朝 食 昼 食 夕 食 

① 利用者負担 第１段階の方 ３００円 

４５０円 ６８０円 ５７０円 

② 利用者負担 第２段階の方 ３９０円 

③ 利用者負担 第３段階①の方 ６５０円 

④ 利用者負担 第３段階②の方 １,３６０円 

⑤ 利用者負担 第４段階の方 １,７００円 

〇居住費（多床室） 

① 利用者負担 第１段階の方 １日につき ０円 

② 利用者負担 第２段階の方 １日につき   ３７０円 

③ 利用者負担 第３段階の方 １日につき   ３７０円 

④ 利用者負担 第４段階の方 １日につき ４３０円 

〇居住費（従来型個室） 

① 利用者負担 第１段階の方 １日につき ４９０円 

② 利用者負担 第２段階の方 １日につき   ４９０円 

③ 利用者負担 第３段階の方 １日につき  １,３１０円 

④ 利用者負担 第４段階の方 １日につき １,７２０円 

食費の①②③④または居住費の①②③に該当する場合は「介護保険負担限度額認定証」が必要

となりますので、住所地の市町村に申請が必要です。 
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種  類 内 容 利 用 料 

日用品費 

シャンプー，リンス，ボデイソープ，タオル，

バスタオル，おしぼり，トイレットペーパー，

ペーパータオル等 

別途委託契約 

株式会社エラン 

（別途契約書有） 

洗濯代 委託による私物の洗濯代 1 日に付き 260 円 

テレビ貸出 施設テレビの貸出 1 日に付き 88 円 

電気代 テレビ・電気毛布・電気アンカなどの電気代 1 日 1 点に付き 88 円 

理髪・美容 
毎月２回理髪店の出張による理髪サービスを

利用いただけます。 

理髪サービス１回 

1,000 円～2,000 円 

レクリエーション

行事 

レクリエーション、行事、クラブ等 

参加されるか否かは任意です。 

必要に応じて実費をご負

担いただきます。 

特別な食事 ご希望に応じて特別食のご用意が出来ます。 
要した費用の実費をご負

担いただきます。 

特別な居室 二人部屋の場合、多床室料金に加算されます。 1 日につき 280 円 

情報開示料 診療録などのコピーを希望する場合 手数料 1,000円コピー10円/枚 

一般診断書料 一般的な診断書を要する場合 1 通につき 2,200 円 

死亡診断書料 施設での死亡時の診断書料 1 通につき 4,400 円 

８ 利用料等のお支払方法 

毎月、翌月 5 日までに「８ 施設サービスの内容と費用」に記載の金額を基に算定し 

た前月分の利用料等を利用料明細書により請求いたしますので、その月の 15 日までにお支払

いください。 

前記（１）、（２）の料金・費用は、翌月月初めに前月分の請求をいたしますので、その月の 15

日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収証を発行いたします。 

お支払い方法は、現金及びゆうちょ銀行・ひろしま農協・広島銀行の振り込み及び自動引落

としの３方法があります。 

 

ゆうちょ銀行  普通預金口座（口座番号 15180-22584901 ）（金融機関手数料 10 円） 

    口 座 名 義   社会福祉法人 章仁会 

                 理 事  佐  竹  辰  男     

ひろしま農業協同組合 三次東支店 普通貯金口座（口座番号 0026491）（金融機関手数料 55 円） 

    口 座 名 義   社会福祉法人 章仁会 

                 理 事  佐  竹  辰  男   

広島銀行十日市支店       普通預金口座（口座番号 1045720 ）（金融機関手数料 110 円） 

        口 座 名 義   社会福祉法人 章仁会    

理 事  佐  竹  辰  男   

※ なお、振込・自動引き落としの場合、金融機関手数料がかかります。 

 

９  事故発生時の対応 

     施設サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに利用者の後見人及び家

族又は身元引受人に連絡をするとともに、必要な措置を講じます。 
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１０ 虐待防止のための取り組み 

   当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるもの

とする。 

（１）当施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底を図ること。 

（２）当施設における虐待の防止のための指針を整備すること。 

（３）当施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

（４）前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

１１ サービス内容に関する苦情等相談窓口 

当施設利用者相談窓口  

窓口責任者 支援相談員  山国 秀和 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

ご利用方法 電話（０８２４－６６－２７５５） 

       Fax（０８２４－６６－１１８４） 

      苦情箱（１階エレベーター前に設置） 

苦情受付行政窓口 

三次市高齢者福祉課介護保険係 

  受付時間 ８：３０～１７：１５ 

（12/29～1/3、土・日・祝祭日を除く） 

 ご利用方法 電話（０８２４－６２－６３８７）   

広島県国民健康保険団体連合会 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

（12/29～1/3、土・日・祝祭日を除く） 

ご利用方法 電話（０８２）５５４－０７８３ 

その他の苦情受付窓口 

広島県社会福祉協議会（広島県福祉サービス運営適正化委員会） 

受付時間 ８：３０～１７：００（土・日・祝祭日を除く） 

 ご利用方法 電話（０８２－２５４－３４１９） 

 

１２ 非常災害時の対策 

非常時の対応 
別途定める「介護老人保健施設リカバリーセンター章仁苑消防計

画」にのっとり対応を行います。 

 

避難訓練及び防災設備 

 

「消防計画」にのっとり年２回避難訓練を、利用者の方も参加して

行います。 

 カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 
三次消防署への届出日：平成３０年６月１日 

防火管理者：中岡 史生 
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１３ 協力医療機関等 

医療機関 

病院名及び所在地 市立三次中央病院 三次市東酒屋町５３１ 

電 話 番 号  ０８２４－６５－０１０１ 

診 療 科 総合病院 入院設備 350 床 

医療機関 

病院名及び所在地 三次地区医療センター 三次市十日市東３－１６－１            

電 話 番 号  ０８２４－６２－１１０３ 

診 療 科 内科、放射線科、リハビリ科 入院設備 150 床 

歯 科 

病院名及び所在地 折田歯科医院 三次市十日市中３－９－１ 

電 話 番 号  ０８２４－６２－５５４４ 

診 療 科 歯科 入院設備 無 

 

１４ 施設の利用にあたっての留意事項 

来訪・面会 

面会時間 ８：３０～２０：００（17：30 以降は夜間出入り口を使用） 

来訪者は面会時間を遵守し、必ず面会カードに記入し、その都度職員に届

け出てください。 

感染症等予防の観点から規制する場合があります。 

外出・外泊 

出来るだけ外出外泊のご協力をお願いします。 

外出・外泊の際には、必ず行く先と帰宅日時を職員に申し出てください。 

感染症等予防の観点から規制する場合があります。 

居室・設備・ 

器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合

があります。 

喫  煙 施設敷地内は禁煙となっています。 

迷惑行為等 

騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

また、むやみに他の利用者の居室等に立ち入りや差し入れ等をしないで

ください。 

所持金品の管理 所持金品は、自己の責任で管理又は事務所にお預けください。 

宗教活動・ 

政治活動 

施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮く

ださい。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

 

１５  外出・外泊の支援 

      本人及び家族より、外出・外泊の希望があった時には、家族及び本人に連絡を行い、ご希

望に添うよう支援いたします。 
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個人情報の利用目的 

 

介護老人保健施設リカバリーセンター章仁苑では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理

念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 
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当事業者は、重要事項説明書に基づいて、介護老人保健施設のサービス内容及び重要事項を説

明しました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

    事業者          住 所  三次市和知町１１８００番地の２１ 

 

                 事業者（法人）名  社会福祉法人章仁会 

                 事業所名       介護老人保健施設 

リカバリーセンター章仁苑 

            （事業所番号）３４５１９８００２７号 

                 代表者名    理事長  佐  竹  辰  男        印 

     

説明者          職 名     支援相談員 

                 氏 名                  印 

 

 

私は、重要事項説明書に基づいて、介護老人保健施設のサービス内容及び重要事項の説明を受

けました。 

 

令和  年  月  日 

 

    利用者          住 所  

 

                 氏 名                  印 

 

    代理人（選任した場合）  住 所 

 

氏 名                  印 


